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１ 序

～ひとりひとりが支え，支えられるまち～

少子高齢化が進むなか，高齢者や子ども，そして障害
のあるひとが，個人としての生きがい，社会の一員とし
ての生きがいを感じつつ，のびのびとくらせるようにな
ることが大切である。そのためには，保健・医療・福祉
の制度や雇用・就業形態をはじめとして，社会のあらゆ
るしくみが少子高齢社会，男女共同参画社会にふさわし
いものへと改編される必要がある。また，かつて地域社
会がもっていた住民の相互支援のしくみを，現代の生活
環境に合うようなかたちにつくり直す工夫が必要となる。

１－１ 京都市基本構想における関連記述
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１－２ 現行京都市基本計画に掲げた政策

～すべてのひとが相互に支え合い安心してくらす～

だれもが住み慣れた地域社会のなかで，そのひとらしい幸せな日
常生活が健やかに送れるよう，保健・医療・福祉などのくらしの
基盤となるサービスや支援ネットワークが充実しているまちの実
現をめざす。
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１－３ これまでの主な取組

① 「支えあうまち・京（みやこ）のほほえみプラン（京都市障
害保健福祉推進計画２００８－２０１２」を策定，推進

基本目標

障害の有無にかかわらず，すべての市民が個人とし
て厚く尊重され，いきいきと活動しながら，相互に支え
合い安心して暮らせるまちづくりを推進します。

・ 障害のある市民が社会の一員として，等しく普通に地域生活を送る
ことのできるまちをめざします。

・ 障害のある市民が能力と適性に応じて活動する場を得て，いきい
きと暮らすまちをめざします。

・ 障害のある市民が地域社会の中で，必要なサービスを適切に利用
し，安心して暮らすまちをめざします。

 
 
みやこ 

 

 
 

［ 京都市障害保健福祉推進計画  2008－2012 ］ 
 

 
 

   

   

  

 

 
 

平成２０（２００８）年１０月 

京 都 市 

 
ご存知ですか 

障害に関するシンボルマーク

（ ３３ページに解説があります ）
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② 障害のある市民へのサービス提供基盤の整備を推進

障害者地域生活支援センター

障害のある市民が地域で身近に利用
できる相談窓口として設置を推進。
市内１５箇所の設置を完了

こころのふれあい交流サロン

精神障害のある市民の日中の居場所
であり，地域住民と気軽に交流できる
場として設置。市内１６箇所を設置し，
すべての行政区で運営

北山ふれあいセンターの開設

発達障害者支援センター

「かがやき」の開設
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③ 障害のある市民を支援するネットワークの構築

④ 「京都方式」「新京都方式」により
福祉サービスの利用を総合的に支援

 

障害者自立支援法における利用者負担軽減策について 

 

《１８年度 「京都方式」の実施》 

福祉サービス等 

 ○サービス，医療等に係る月額上限額を国基準の２分の１に軽減 

 ○総合上限制度の創設 

 障 害 児 施 設 

 ○通所施設の月額上限額を本市保育料と同程度に設定 

 ○実費（食費）についても軽減対象 

 

 

《１９年度 「新京都方式」の実施》 
〈特別対策〉 

国において，通所・在宅サービスについて，軽減対象を市民税所得割１６万円未満まで拡大す
るとともに，月額上限額を４分の１に引き下げる軽減策を実施 

 

 福祉サービス等 

 ○国の軽減策を取り入れるだけでなく，本市独自に重度障害者に配慮する。 

 ○「市民税所得割１６万円未満」を自立支援医療，補装具及び総合上限にも適用 

 障 害 児 施 設 

 ○月額上限額を更に２分の１にするとともに，市民税非課税世帯については無料化 

 

 

《２０年度 「新京都方式」の更なる充実》 
〈緊急措置〉   

国において，通所・在宅サービスについて，月額上限額を８分の１に引き下げ，また，障害児
のサービスについて，軽減対象を市民税所得割２８万円未満まで拡大するとともに，月額上限額
を８分の１に引き下げる軽減策を実施。 

また，所得認定を「世帯単位」から「個人単位（本人及び配偶者）」へ見直す。 

 

福祉サービス等 

 ○国の軽減策を取り入れるだけでなく，引き続き，重度障害者へ配慮する。 

○国の抜本的見直しの方向性を先取りする総合上限制度を継続実施 

 障 害 児 施 設 

○国の軽減策を本市独自に実費（食費）も軽減対象に含めて実施 

 
 

 

《２１年度 「新京都方式」の継続》 
国は，現行の軽減策を継続するとともに，一部拡充として，軽減措置を適用するために必要

な「資産要件」は撤廃し，また，「心身障害者扶養共済給付金」については個別減免時の収入認
定から除外する。 

 

 ○自立支援医療や重度障害のある方への配慮が依然として不十分なため，「新京都

方式」を継続する。 

京都市障害者就労支援推進会議

障害者地域自立支援協議会と地域とのネットワーク

 
 
 
 
 
 
 
 

地域の様々なネットワーク 
（ 既存のネットワークを含む ） 

 

支援センター

福祉事務所 保健所 

事業者 

地域協議会

就労支援機関 

教育機関 

児童福祉センター

民生児童委員 
区社会福祉協議会 

医療機関 

精神科病院 
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◆京都市未来まちづくりプラン掲載事業

・障害者就労支援推進事業

・発達障害者支援センターの拡充

・発達障害児等の療育教室の拡充

・醍醐和光寮再整備
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２ 次期京都市基本計画策定に向けた論点

論点１ 現状と課題論点１ 現状と課題
◇ 活かすべきチャンス（機会）は？放置できない問題（脅威）は？
◇ 活用できる資源（強み）は？克服すべきもの（弱み）は？

論点２ 政策の基本方向論点２ 政策の基本方向
◇ 今後10年間の基本的考え，価値観は？

論点３ 市民と行政の役割分担と共汗論点３ 市民と行政の役割分担と共汗
◇ 政策の推進に当たって市民や行政が行うべきことは？

論点４ 10年後に目指すべき姿論点４ 10年後に目指すべき姿
◇ 10年後のあるべき姿やそれが達成された状況を図る指標・目標

値は？
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２－１

論点１ 現状と課題論点１ 現状と課題

◇ 活かすべきチャンス（機会）は？放置できない問題（脅威）は？

◇ 活用できる資源（強み）は？克服すべきもの（弱み）は？
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＜現状分析＞

活かすべきチャンス（機会） 放置できない問題（脅威）

○国は，施設から地域生活への移行を促進する取組
を強化してきており，在宅生活を支える施策の利用
は大きく拡大してきている<26P～27P>
○必要な施設の整備促進等により，社会参加促進に
係る事業は全体として拡大している。<28P>
○就労を推進するための取組を強化してきており，
総じて働く機会や場所の提供はやや広がってきてい
る。<29P～31P>
○障害者権利条約の国連における採択及び日本政府
の署名により，障害のある人に関わる様々な制度が
大きく変革する契機となる可能性がある。<32P>
○国は，多くの課題が指摘されてきた障害者自立支
援法を廃止し，総合的な制度を新たに創設する方針
である。

○障害のある人からは，依然として，障害のある人
に対する理解や関心を求める声が多く，啓発の推進
が求められている。<33P>
○障害のある人やその家族の高齢化が進展する中で，
協働の取組の新たな担い手（実施者）が少なくなっ
てきている。<34P>
○震災や風水害の発生時における避難に不安の声が
ある。<35P>
○地域生活移行や一般就労への移行が進んでいる中，
障害のある人のニーズが多様化している。<36P>
○雇用環境は依然として厳しく，一般就労の促進に
影響を及ぼしている。<15～17P>
○高次脳機能障害などの「制度の谷間」への支援
ニーズが顕在化している。<37P>

活用できる資源（強み） 克服すべきもの（弱み）

○障害者団体やボランティア団体との協働により，
啓発活動，社会参加や地域生活を支援する施策を先
進的に実施してきた実績がある。<38P>
○全ての人にとって生活しやすい社会環境整備を目
指し，「京都市みやこユニバーサルデザイン推進条
例」を施行している。<39P>
○地域生活を支える相談支援機能，就労を推進する
連携・協働の枠組みは整備されてきた。<40～41P>
○地域活動支援センター（共同作業所型）や小規模
通所授産施設の障害福祉サービス事業所への移行を
支援する制度・施策が充実してきた。<42P>

○必要な支援を受けながら地域生活を送ることがで
きるよう施策を充実する一方，市民と共にノーマラ
イゼーションを根付かせていく必要がある。
○障害福祉制度は改正が繰り返されており，市民や
事業者にとって分かりやすく安定した制度となるよ
うにしていく必要がある。<43P>
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論点２ 政策の基本方向論点２ 政策の基本方向

＜これまでの意見＞
・ 高齢者福祉・障害者福祉・地域福祉は密接な関係
・ 障害者が働く場・地域デビュー・生涯学習する場
・ 施設で働く職員の待遇の改善

◇ 今後10年間の基本的考え，価値観は？

２－２
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＜現在の方向性＞

・障害の有無にかかわらず，すべての市民が個人として厚く尊重され，いき
いきと活動しながら，相互に支え合い安心してくらせるまちづくりを推進

１ みとめあう ～人権の尊重と理解・協働の促進～

２ ささえあう ～相談支援と情報・コミュニケーション支援の強化～

３ すこやかに ～保健・医療の充実～

４ はぐくむ ～教育・育成の充実～

５ くらす ～地域社会生活への支援の拡充～

６ はたらく ～雇用促進と就労支援の強化～

７ ととのえる ～生活環境の整備と生活の質の向上～

（支えあうまち・京（みやこ）のほほえみプラン（京都市障害保健福祉推進
計画2008-2012） ）
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＜政策を進めるうえでの悩み＞

・ 障害者権利条約の批准の動向<13P>

障害者権利条約の批准に向けて国内法制度の点検・整備が進められているが
，本市施策に与える影響の度合いに見通しが立たない状況である。

・ 地域生活推進の方向性と依然として高い入所ニーズ<14P>

地域生活を支援する施策の充実を推進しているが，強い行動障害や医療的ケ
アへの対応等が必要な重度の障害のある人が，家族の高齢化や死亡等に直面し
た場合，施設への入所を希望される現状がある。

・ 障害のある人の厳しい雇用環境<15～17P>

低迷する経済情勢を反映して，障害のある人の雇用環境は厳しく，雇用拡大の
実効を上げることは容易ではない。
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＜関連データ＞

障害者権利条約の批准の動向

＜資料＞内閣府：第１回障がい者制度改革推進会議

制度改革推進会議の進め方（大枠の議論のための論点表）たたき台 【抜粋】 

 

推進会議 分野 項目 論点等 

第 1回 推進会議 

初会合 

  

第 2 回から 

第 回 

障害者基本法 基本的性格  

障害の定義  

差別の定義  

基本的人権の確認  

障害者に関する基本的施策  

モニタリング  

その他  

差別禁止法 法制度創設の必要性  

個別分野  

関係個別立法との関係  

救済機関  

相談支援機関  

その他  

虐待防止法 障害の定義  

虐待行為者による類型  

虐待の定義  

早期発見義務  

通報義務  

救済機関  

監視機関  

相談支援機関  

その他  

自立支援法 地域社会で生活する権利  

障害の定義，適用範囲  

法定サービスメニュー  

支給決定プロセス  

地域移行  

利用者負担  

医療支援  

その他  

教育 就学先決定の仕組み  

合理的配慮の具体化  

聴覚，視覚に障害のある場合の教育  

特別支援教育  

その他  

雇用 一般就労（雇用促進法）  

福祉的就労（自立支援法）  

シームレスな支援  

雇用の創出  

その他  

交通と情報ア

クセス 

バリアフリー新法  

情報とサービス  

精神医療 地域移行  

所得保障   

福祉経済予算

の確保 

  

「障害」の表記

の在り方 

  

第 回から 

第 回まで 

ヒアリング   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（省略）
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＜関連データ＞

地域生活推進の方向性と依然として高い入所ニーズ

145
156

190

0

50

100

150

200

平成19年度 平成20年度 平成21年度

施設入所希望者数

地域生活を支援する施策の充実を推進しているが，強い行動障害や医療的ケアへ
の対応等が必要な重度の障害のある人が，家族の高齢化や死亡等に直面した場合，
施設への入所を希望される現状がある。

平成17年度は，第１期京都市障害福祉計画策定時の施設入所者数。

以降は，各年度４月１日現在の施設入所者数（通勤寮を除く）
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1,241

1,212

1,160
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1,200

1,220

1,240

1,260

1,280

1,300
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施設入所者数の推移
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＜関連データ＞
障害のある人の厳しい雇用環境

＜資料＞厚生労働省：障害保健福祉主管課長会議資料（平成22年3月4日開催）



1616＜資料＞厚生労働省：障害保健福祉主管課長会議資料（平成22年3月4日開催）

＜関連データ＞
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1,439
1,220 1,142

1,529 1,658

1,003
793 678 666 741 787

1,391

807
930
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1,389

1,511

1,205 1,375

2,488

1,304

941
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1,9871,613
1,805

1,629

2,091

2,950

2,425
2,517
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2,962

1,944

1,603 1,582
1,411

1,523
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1,689
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1717

＜関連データ＞
法定雇用率（民間１．８％）は未達成であるが，実雇用率は年々増加している。

平成２１年度は１．７７％で過去最高

1.63 1.63 1.64 1.71 1.76 1.77

0

1

2

3

H16 H17 H18 H19 H20 H21

（％）
京都府内の障害者雇用率
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＜関連データ＞
障害福祉関連経費は増加，居宅介護等の利用が増加

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

H18 H19 H20 H21 H22

10,489
16,696 17,687 19,557

22,756

その他

障害者自立

支援給付

26,553
28,362 29,316

31,860
34,625百万円

障害者福祉予算は年々増額。平成22年度は，
平成18年度の1.3倍になっている。
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２－３

論点３ 市民と行政の役割分担と共汗論点３ 市民と行政の役割分担と共汗

◇ 政策の推進に当たって市民や行政が行うべきことは？

＜これまでの意見＞

・障害のある方々を見守る地域ネットワークの構築
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＜市民と行政の共汗事例＞
＜本市の事例＞

・ふくふくフェスタ

障害者週間啓発事業として，障害のある方の自立と社会参加への意欲を高める
とともに，障害に対する理解と認識をより一層高め，福祉の向上を図るためのイ
ベント。

・障害者地域自立支援協議会

障害者地域生活支援センターを中心に福祉事務所，保健所，障害福祉サービス
事業所等で構成し，多様なニーズに対して地域の社会資源が連携して，適切な福
祉サービスの利用調整を行うなど，地域において一人一人の障害のある市民を支
援する実務的な協議組織として「京都市障害者地域自立支援協議会」を設置。

・こころのふれあい交流サロン

精神障害のある方と地域住民が共に利用でき，気軽に交流できる場として市内
１６箇所（うち５箇所は精神障害者地域生活支援センターに設置）で運営

・身体障害者相談員・知的障害者相談員・発達相談員

当事者やその家族の立場で，身体障害のある方，知的障害のある方及び発達障
害のある方，あるいは，その御家族からの相談を身近な地域で受け，不安や悩み
の解消，福祉サービスの利用等に関する助言や関係機関との連絡調整等を行う相
談員を委嘱。
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２－４

論点４ 10年後に目指すべき姿論点４ 10年後に目指すべき姿

◇ 10年後のあるべき姿やそれが達成された状態を測る指標・目標値は？

＜これまでの意見＞
・

指標とは・・・
○ １０年後の京都の姿を市民と行政が共有するための目じるし
○ 市民と行政が共に目指す京都の姿を，言葉や数値で表すもの
○ 目標値は，数値で表した指標の１０年後に目指すべき水準
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指 標
目標値

（目標年次 2３年度）
現況値

(20年度) 備 考

福祉施設の入所者の

地域生活への移行
１３０人 ８５人

入院中の退院可能精

神障害者の減少数
２８１人 １１２人

福祉施設から一般就

労への移行
５０人 ２５人

◆分野別計画で用いている指標
＜主な指標例＞
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◆政策評価で用いている指標

指標 現況値（20年度）

障害者社会参加促進事業参加者数 ８，８９５人

こころのふれあいサロンの利用者数 ３３，２８６人

障害のあるひとの就労移行支援事業所数 ２４４人分

精神に障害のあるひとの障害者手帳取得率 ４７．９％

移動支援の延利用時間数 ４１７，８２４時間

障害者雇用率 １．７６％

障害のあるひとの生活介護事業所数 １，０６５人分

ショートステイの利用可能人数 ３４人分

グループホームの定員数 ４４０人分

居宅介護の延利用時間数 １，３８５，８０４時間



2424

◆１万２千人市民アンケート（※）で提案のあった指標

※１万２千人市民アンケート…次期京都市基本計画の策定に当たって実施したアンケート調査（20年度）

指標

リフト付バスの普及率

バリアフリー化率

ヘルプがなくても美術館や映画を見に行く事が出
来る

作業所等への就職率

障害者のための大学開校

障害者の就業率（公的機関など）

障害者の施設利用料

障害者の就労できる職場の増加率

障害者の働く事業所数

障害者向け看護範囲

障害者施設への運営補助額

障害者施設数（充足度など）

障害者宅への訪問回数，時間

障害者福祉自己負担率

障害者福祉相談機関数

職員の障害者福祉への参加率

親亡き後の高齢障害者の生活の場

指標

養護学校卒業後の障害者の安心して過ごせる場の
数



３－１ 現状分析関連データ 26P

３－２ 主な分野別計画の概要 49P

３－３ 融合委員会ワークショップ結果 52P

３ 参考資料



2626

３－１ 現状分析関連データ
機会

国は，施設から地域生活への移行を促進する取組を強化してきており，在宅
生活を支える施策の利用は大きく拡大してきている。

◆客観データ

「障害者自立支援法」のポイント

障害者施策を３障害一元化

就労支援の抜本的強化

安定的な財源の確保

・養護学校卒業者の５５％は福祉施設に入所

・就労を理由とする施設退所者はわずか１％

・新規利用者は急増する見込み

・不確実な国の費用負担の仕組み

利用者本位のサービス体系に再編

・ 障害種別ごとに複雑な施設・事業体系

・ 入所期間の長期化などにより、本来の施設目
的と利用者の実態とが乖離

自
立
と
共
生
の
社
会
を
実
現

障
害
者
が
地
域
で
暮
ら
せ
る
社
会
に

支給決定の透明化、明確化

・全国共通の利用ルール（支援の必要度を判定

する客観的基準）がない

・支給決定のプロセスが不透明

法律による改革

現状

現状

現状

現状

・ ３障害（身体、知的、精神）ばらばらの制度体

系（精神障害者は支援費制度の対象外）

・実施主体は都道府県、市町村に二分化

現状
○３障害の制度格差を解消し、精神障害者を対象に

○市町村に実施主体を一元化し、都道府県はこれをバッ
クアップ

○３３種類に分かれた施設体系を６つの事業に再編。
あわせて、「地域生活支援」「就労支援」のための事業や
重度の障害者を対象としたサービスを創設

○規制緩和を進め既存の社会資源を活用

○新たな就労支援事業を創設
○雇用施策との連携を強化

○支援の必要度に関する客観的な尺度（障害程度区分）
を導入

○審査会の意見聴取など支給決定プロセスを透明化

○国の費用負担の責任を強化（費用の１／２を負担）
○利用者も応分の費用を負担し、皆で支える仕組みに
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◆客観データ

デイサービス，ショートスティ，グループホーム，居宅介護等の利用が増加

【客観指標】　　日帰り介護（デイサービス）

24 2423
2019

14

0

10

20

30

Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19

（資料）京都市「客観指標基礎データ」

（箇所）

【客観指標】　　ショートステイの利用可能人数

28 30
34

28282626

0
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20

30

40

50

Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20

（資料）京都市「客観指標基礎データ」

（人分）

【客観指標】　　グループホームの定員数

389 410
440

370

303
256

201
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200
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Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20

（資料）京都市「客観指標基礎データ」

（人分）
【客観指標】　　居宅介護（支援費）の延べ利用時間数

1,034.0
1,207

1,386

1,000
817

526.6

272.00

500

1,000

1,500

Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20

（資料）京都市「客観指標基礎データ」

（千時間）
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◆客観データ

必要な施設の整備促進等により，社会参加促進に係る事業は全体として拡大
している。

機会

こころのふれあい交流サロン，移動支援の利用が増加

20,894 21,749
26,929

33,286

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

H17 H18 H19 H20

（人） こころのふれあい交流サロン延利用者数
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◆客観データ

就労を推進するための取組を強化してきており，総じて働く機会や場所の提
供はやや広がってきている。

機会

職場実習

・平成21年９月，10月，11月，
12月の毎月下旬の２週間

・知的障害のある方１名，精神障
害のある方１名（２箇所）×４
クール

・一般事務補助，無給

チャレンジ雇用

・平成21年1月以降，実習生の
中から，２箇月間，京都市の臨
時的任用職員（アルバイトＢ）
として採用

・知的障害のある方１名，精神
障害のある方１名

障害者職場実習・チャレンジ雇用推進事業の実施

障害のある人の通所授産施設等の施設数は増加傾向 就労継続支援Ａ型事業所「喫茶ほっとはあと」

平成21年度の取組

【客観指標】　　障害のあるひとの通所授産施設等の施設数

1,290 1,360 1,390
1,1401,116 1,189

0

500

1,000

1,500

2,000

Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19

（資料）京都市「客観指標基礎データ」

（人分）
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◆客観データ

『「福祉から雇用へ」推進５か年計画』のイメージ
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◆客観データ

はあとふるジョブカフェ（京都テルサ内）
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機会
◆客観データ

障害者権利条約への署名（平成19年9月） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

障害者の権利に関する条約 条文構成 

（注：見出しは仮訳であり、今後の国会提出へ向けた作業において変更の可能性がある） 
 

前文  

第１条 目的  

第２条 定義  

第３条 一般原則  

第４条 一般的義務  

第５条 平等及び差別されないこと  

第６条 障害のある女子  

第７条 障害のある児童  

第８条 意識の向上  

第９条 施設及びサービスの利用可能性  

第10条 生命に対する権利  

第11条 危険な状況及び人道上の緊急事態  

第12条 法律の前にひとしく認められる権利  

第13条 司法手続の利用  

第14条 身体の自由及び安全  

第15条 拷問又は残虐な、非人道的な若しくは

品位を傷つける取扱い若しくは刑罰か

らの自由 

第16条 搾取、暴力及び虐待からの自由  

第17条 個人が健全であることの保護  

第18条 移動の自由及び国籍についての権利  

第19条 自立した生活及び地域社会に受け入れ

られること  

第20条 個人的な移動を容易にすること  

第21条 表現及び意見の自由並びに情報の利用 

第22条 プライバシーの尊重  

第23条 家庭及び家族の尊重  

第24条 教育  

第25条 健康 

 

 

第26条 リハビリテーション  

第27条 労働及び雇用  

第28条 相当な生活水準及び社会的な保障  

第29条 政治的及び公的活動への参加  

第30条 文化的な生活、レクリエーション、余 

暇及びスポーツへの参加  

第31条 統計及び資料の収集  

第32条 国際協力  

第33条 国内における実施及び監視  

第34条 障害者の権利に関する委員会  

第35条 締約国による報告  

第36条 報告の検討  

第37条 締約国と委員会との間の協力  

第38条 委員会と他の機関との関係  

第39条 委員会の報告  

第40条 締約国会議  

第41条 寄託  

第42条 署名  

第43条 拘束されることについての同意  

第44条 地域的な統合のための機関  

第45条 効力発生  

第46条 留保  

第47条 改正  

第48条 廃棄  

第49条 利用可能な様式  

第50条 正文  

末文 

障害者権利条約の国連における採択及び日本政府の署名により，障害のある
人に関わる様々な制度が大きく変革する契機となる可能性がある。
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◆客観データ 脅威

障害のある人からは，依然として，障害のある人に対する理解や関心
を求める声が多く，啓発の推進が求められている。

・「福祉施策の要望」で「障害のある人に理
解と関心をもつ」と回答した人の割合

・「福祉施策への要望」で「精神障害や
てんかんに対する理解」と回答した人
の割合

＜資料＞京都市障害者生活状況調査報告書

H18

精神障害（入院患者） 17.2

精神障害（通院患者） 42.5

精神障害（家族） 34.7

H8 H13 H18

身体障害 23.1 23 20.4

知的障害 43.6 40.1 34.6
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◆客観データ 脅威

障害のある人やその家族の高齢化が進展する中で，協働の取組の担い
手（実施者）が少なくなってきている。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

身体障害のある人の年齢 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成８年

平成13年

平成18年

18・19歳 20～29歳 30～39歳

40～49歳 50～59歳 60～69歳

70歳以上 不明・無回答

 
（資料）京都市障害者生活状況調査報告書 

 
 
知的障害のある人の年齢 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成８年

平成13年

平成18年

18・19歳 20～29歳 30～39歳
40～49歳 50～59歳 60～69歳

70歳以上 不明・無回答
 

（資料）京都市障害者生活状況調査報告書 

知的障害のある人の主な家族介助者の年齢 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成８年

平成13年

平成18年

20歳未満 20歳代 30歳代
40歳代 50歳代 60歳代
70歳以上 不明・無回答

（資料）京都市障害者生活状況調査報告書 
 
 
精神障害のある人の家族の年齢 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成９年

平成13年

平成18年

～49歳 50～59歳 60～69歳
70～79歳 80歳以上 不明・無回答

（資料）京都市障害者生活状況調査報告書 
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◆客観データ

震災や風水害の発生時における避難に不安の声がある。

脅威

災害時の不安〈複数回答2〉

(単位:%)

精神調査
身体障害者 知的障害者 通院患者

自分で避難ができない 40.2 24.7 16.6

初期消火ができない 24.7 42.0 31.6

医療器具の使用・服薬ができなくなる 30.0 9.6 32.6

避難所での滞在 11.8 14.3 17.9

情報の取得 11.4 16.0 15.1

その他 7.2 10.6 9.0

特にない 18.4 23.4 24.1

不明・無回答 11.9 10.7 9.6

合  計 155.6 151.3 156.7

Ｎ 879 764 819

身体・知的調査

＜資料＞京都市障害者生活状況調査報告書
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◆客観データ 脅威

地域生活移行や一般就労への移行が進んでいる中，障害のある人の
ニーズが多様化している。

数値目標（障害福祉計画）の進ちょく状況

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行

項目 備　　　　　　　　考

第 １ 期 計 画 策 定 時 の 施 設 入 所 者 数 1,236 人 平成17年10月1日現在

平 成 23 年 度 末 の 入 所 者 数 1,171 人
入所施設の定員減予定数を105人分と見込むが，待機者や新規施設

整備等を考慮し，65人分の定員減を見込む。

＜ 目 標 値 ＞ 削 減 見 込 65 人 【内訳】

平 成 21 年 度 の 入 所 者 数 1,212 人 平成21年4月1日 ⑰ ⑱ ⑲ ⑳

＜ 目 標 値 ＞ 地 域 生 活 移 行 者 数 130 人
平成23年度末までに施設からグループホーム等に移行する方の数。

第１期計画策定時の入所者数の10％程度が地域生活に移行すること

を目指す。
26 33 19 7

平 成 20 年 度 末ま で の 地域 生活 移行 者数 85 人 平成17年10月1日～平成21年3月31日

（２）入院中の退院可能精神障害者の減少数

項目 備　　　　　　　　考

第 １ 期 計 画 策 定 時 の 入 院 者 数 3,614 人 平成16年6月30日現在の市内病院の入院者数 【内訳】

退 院 可 能 精 神 障 害 者 数 328 人 京都府調査による受入条件が整えば退院可能な精神障害者数 ⑱ ⑲ ⑳

＜ 目 標 値 ＞ 減 少 数 281 人
平成23年度末までに減少を目指す数。平成18年度の本市退院促進支

援事業対象者数などを基に積算した。
56 28 28

平 成 20 年 度 末 ま で の 減 少 数 112 人 平成18年4月1日～平成21年3月31日

（３）福祉施設から一般就労への移行

項目 備　　　　　　　　考 【参考】

第１期計画策定時の年間一般就労移行者数 11 人 平成17年度中に福祉施設を退所し，一般就労した方の数 ⑱ ⑲

＜ 目 標 値 ＞ 年 間 一 般 就 労 移 行 者 数 50 人
平成23年度において福祉施設を退所し一般就労する方の数。第１期

計画策定時の4倍程度とする。
27 32

平 成 20 年 度 年 間 一 般 就 労 移 行 者 数 25 人 平成20年度中に一般就労した方の数

数　値

数　値

数　値
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◆客観データ

高次脳機能障害などの「制度の谷間」への支援ニーズが顕在化している。

脅威

障害者基本法に係る障害当事者等からの意見 

障害者の定義 ・障害者権利条約の規定を十分に考慮し，障害がすべての種類の機能障害に関連するもので，態度及び環境の障壁

との相互作用から生じるという観点を含めること。 

・発達障害を明確に位置付けること。 

中央障害者施策推進協議会 第５回 配布資料 

 

○ 「障害者自立支援法」は廃止し、「制度の谷間」がなく、利用者の応能負担を基本とする総合的な制度をつくる。 

三党連立政権合意書 

 

障害者部会におけるこれまでの主な意見及び団体ヒアリングにおける主な意見 

①障害者の定義 

 ○ 権利条約の批准に向け，現行の「医療モデル」から「社会モ

デル」への転換を考えるべき。 

 ○ 「医療モデル」が必要な部分もあり極端にならないような議

論が必要。 

○ 知的障害者福祉法も身体障害者福祉法も障害者基本法の水

準に追いつくべき。 

 ○ 福祉とは別の分野で，障害の範囲として認定されることを望

んでいる人もいる。 

 ○これまでサービスの必要性の認定の議論と社会参加施策への

参加要件の議論が混乱している。 

 ○ サービスの必要性の認定の議論をした時に，標準化の議論を

するのか，個別化の議論をするのかによって方向性が違う。 

 ○ 発達障害，高次脳機能障害，難病など障害者の定義付けを見

直すべき。 

 

 ○ 国際水準に見合ったものとすべき。 

 ○ 発達障害，難病を含めた見直しが必要。 

 ○ 自閉症，ＡＤＨＤ，学習障害等の発達障害をサービス

の対象として明記。 

社会保障審議会障害者部会（第３８回）配布資料 
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◆客観データ 強み

障害者団体やボランティア団体との協働により，啓発活動，社会参加
や地域生活を支援する施策を先進的に実施してきた実績がある。

京都市障害者体育大会
ふくふくフェスタ

全国車いす駅伝競走大会
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強み

全ての人にとって生活しやすい社会環境整備を目指し，「京都市みや
こユニバーサルデザイン推進条例」を制定

◆客観データ

◆京都市みやこユニバーサルデザイン推進条例 （平成 17 年 4 月施行） 

◆京都市みやこユニバーサルデザイン推進指針 （平成 17 年 12 月策定） 

 

 

 

 

 

○国際ユニヴァーサルデザイン会議 

 

○みやこユニバーサルデザインシンボル

マークの制定 

 

○啓発冊子の作成 

 

○みやこユニバーサルデザイン賞の実施 

 

○みやこユニバーサルデザインフォーラム

交流協働支援 

 

○ユニバーサル上映（字幕，音声ガイド付

き上映）補助制度 

政令市初

H18～20 

普及推進 

 

H21～23 

各主体の取組充実

H24～ 

取組の継続 

＜これまでの主な取組＞

観光旅行者 
その他の滞在者 事 業 者 

京 都 市 

交流・協働 

大学 
研究機関審議会 

調査・研究提言・提案 

市 民 

ユニバーサルデザインの推進 

まち もの 情報
サー
ビス 

普及 
推進 

共に実践 
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強み◆客観データ

地域生活を支える相談支援機能，就労を推進する連携・協働の仕組みは整備
されてきた。

京都市西部障害者

地域自立支援協議会

京都市東部障害者

地域自立支援協議会

京都市南部障害者

地域自立支援協議会

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

京都市障害者地域自立支援協議会 全体像概念図 

京都市障害者自立支援協議会 

京都市北部障害者

地域自立支援協議会

京都市中部障害者

地域自立支援協議会

地域協議会の構成（圏域内） 
・福祉事務所，保健所 
・障害者地域生活支援センター 
・障害福祉サービス事業者等 

市協議会の構成 
・各地域協議会の代表 
・障害保健福祉所管課 
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強み◆客観データ

 

 

京都市障害者就労支援推進会議 

構  成

京都市域の国の労働行政部門，京都府の障害者福祉・労働行政部門，京都市の障害者

福祉・産業・特別支援教育行政部門，企業者団体，民間の障害者就労支援に関わる支

援機関，就労系の障害者施設等の代表者，障害者団体等及び学識経験者等 

活動内容
・意見交換，情報共有 

・連携の具体化等支援環境の整備，共同事業の実施に関する協議  等 

     

    部
会

障害者就労支援の連携のあり方検討部会 
     

     

事 務 局   部
会

精神障害者就労支援システム検討部会 

担当機関 京都市（障害保健福祉課） 
  

   

活動内容

・年間事業計画等の作成 

・部会支援及び連絡調整 

・庁内連絡会議との調整 

  部
会

「福祉から雇用へ」事業所連絡部会 
  

  

      部
会

発達障害者支援連携協議会 

就労支援連絡部会       

     

   部
会

総合支援学校生徒の就労支援推進部会 ①

   巣立ちのネットＷＯＲＫ 

       

     部
会

総合支援学校生徒の就労支援推進部会 ②

      デュアルシステム推進ネットワーク会議 

      

      

    
障害者団体等就労支援交流会 

    

   

障害者就労支援庁内連絡会議（雇用創出等連絡調整会議・障害者就労支援部会） 

 

京都市障害者就労支援推進会議 組織図 
京都市障害者就労支援推進会議の構成団体等 
 

京都商工会議所 

京都経営者協会 

京都府中小企業団体中央会 

京都中小企業家同友会 

京都労働局職業安定部職業対策課 

ハローワーク京都七条京都障害者職業相談室 

京都障害者職業センター 

京都府高齢・障害者雇用支援協会 

京都障害者就業・生活支援センター 

京都府商工労働観光部総合就業支援室 

京都市障害者職業能力開発等支援事業所 

京都市身体障害者団体連合会 

京都手をつなぐ育成会 

京都精神保健福祉推進家族会連合会 

京都市就労移行支援事業所ネットワーク会議 

京都市身体障害者福祉施設長協議会 

京都知的障害者福祉施設協議会 

京都精神保健福祉施設協議会 

きょうされん京都支部 

京都ほっとはあとセンター 

京都府立京都高等技術専門校 

京都市教育委員会事務局指導部総合育成支援課 

京都市立総合支援学校長会 

京都市保健福祉局保健福祉部 

京都市身体障害者リハビリテーションセンター相談課 

京都市児童福祉センター発達相談所発達相談課 

京都市こころの健康増進センターデイ・ケア課 

京都市発達障害者支援センターかがやき 

京都府健康福祉部障害者支援課 

京都市行財政局人事部人事課 

京都市行財政局人材活性化推進室職員研修センター 

京都市行財政局財政部契約課 

京都市文化市民局市民生活部人権文化推進課 

京都市産業観光局商工部 

学識経験者（４名） 

事務局：京都市保健福祉局保健福祉部障害保健福祉課 
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強み

地域活動支援センター（共同作業所型）や小規模通所授産施設の障害
福祉サービス事業所への移行を支援する制度・施策が充実してきた。

◆客観データ

3

9

15

10

0

5

10

15

20

25

30

35

40

H18 H19 H20 H21

地域活動支援センター（共同作業所型）

及び小規模通所授産施設の移行状況

当該年度の4月1日～3月31日までの間に新体系に移行した数

計 3

計 12

計 27

計 37
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弱み

障害福祉制度は改正が繰り返されており，市民や事業者にとって分か
りやすく安定した制度となるようにしていく必要がある。

◆客観データ

 

障害者自立支援法に係る制度改正の動き 

 本市 国 

18 年 4 月 「京都方式」の創設 障害者自立支援法の一部施行 

10 月  障害者自立支援法の全部施行 

12 月  国が「特別対策」を発表（平成 18

年度～20 年度 1,200 億円） 

19 年 4 月 「新京都方式」の実施 「特別対策」による利用者負担の更

なる軽減 

「特別対策」による事業者に対する

激変緩和措置（９割保障等）を実施 

12 月  「緊急措置」の発表 

20 年 4 月  「緊急措置」による通所サービスの

報酬単価を約 4.6％引き上げ 

7 月 「新京都方式」の更なる

拡充 

「緊急措置」による利用者負担の更

なる軽減 

21 年 4 月 「新京都方式」の継続 特別対策等による利用者負担軽減

策を継続 

総枠で約 5.1％の報酬改定を実施 

7 月  利用者負担軽減策の一部拡充 
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◆市民の声

「障害のある子どもや保護者の養護が足りない子どもに対する子育て支援が
十分に行われている。」と思う人は増加 （京都市市民生活実感調査の経年比較）

＜平成２１年度＞

2.5%

17.4%

43.3%

18.3%

7.5%

11.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

そう思う

どちらかというと

そう思う

どちらともいえない

どちらかというと

そう思わない

そうおもわない

無回答

＜平成１６年度＞

3.3%

13.0%

33.9%

22.4%

8.4%

18.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

そう思う

どちらかというと

そう思う

どちらともいえない

どちらかというと

そう思わない

そうおもわない

無回答

16％ 20％
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◆市民の声

「障害のあるひとやその家族を支えるホームヘルプ（訪問介護）などのサー
ビスが充実している」と思う人が増加 （京都市市民生活実感調査の経年比較）

＜平成２１年度＞

3.8%

19.9%

33.5%

22.0%

14.4%

6.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

そう思う

どちらかというと
そう思う

どちらともいえない

どちらかというと
そう思わない

そうおもわない

無回答

＜平成１６年度＞

3.6%

15.6%

34.9%

21.7%

12.8%

11.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

そう思う

どちらかというと
そう思う

どちらともいえない

どちらかというと
そう思わない

そうおもわない

無回答

19％ 24％
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◆市民の声

「高齢者や障害のあるひとの働く場が確保されている」と思う人が増加 （京都

市市民生活実感調査の経年比較）

＜平成２１年度＞

1.7%

10.0%

34.7%

30.8%

17.5%

5.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

そう思う

どちらかというと
そう思う

どちらともいえない

どちらかというと
そう思わない

そうおもわない

無回答

＜平成１６年度＞

0.8%

4.6%

28.1%

29.8%

32.1%

4.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

そう思う

どちらかというと
そう思う

どちらともいえない

どちらかというと
そう思わない

そうおもわない

無回答

5％ 12％
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◆市民の声

「高齢者や障害のあるひとが社会参加できる機会が十分ある」と思う人は横
ばい （京都市市民生活実感調査の経年比較）

＜平成２１年度＞

3.9%

17.1%

28.0%

31.1%

16.1%

3.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

そう思う

どちらかというと
そう思う

どちらともいえない

どちらかというと
そう思わない

そうおもわない

無回答

＜平成１６年度＞

3.3%

17.6%

32.7%

27.8%

16.3%

2.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

そう思う

どちらかというと
そう思う

どちらともいえない

どちらかというと
そう思わない

そうおもわない

無回答

21％ 21％
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◆各区基本計画策定に当たって出された課題

上
京
区

・児童・高齢者・障がいのある方々を共に支え合い支援し
ていく住民主体の活動の充実

・福祉関係機関などの連携による，利用しやすい情報提供
や，相談しやすくする取組の充実

山
科
区

・障害者自立支援法では，本人，市町村，国民の責務とし
て，障害のある人の社会参加を進めるべきことが示され
ている。これについて，次期計画の障害者福祉に係る記
述の中で項目を起こしてもらいたい

・障害のある子どもの親として，地方でなく，住み慣れた
地域での安全で住みよい生活を望んできた。いま，子ど
もも親も利用しやすい施設があり，過ごしやすいまちに
なってきている

下
京
区

・災害時に配慮を要する人の名簿の扱いが問題となってい
るが，地域でも独自に把握している事例がある

西
京
区

・地域による子どもや高齢者の「見守り」など，地域ぐる
みで安心して子育てができるまちづくり，高齢者や障害
者が健やかに暮らせるまちづくりを進めることが必要

・保健，医療，福祉の各分野で活躍するさまざまな主体が
連携し，区民が生涯にわたっていきいきと健やかに暮ら
せるまちづくりを進めることが必要
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３－２ 主な分野別計画の概要
名称 支えあうまち・京（みやこ）のほほえみプラン（京都市障害保健福祉推進計画2008-

2012）

策定年月 2008（平成20）年10月

計画期間・目標年次 2008（平成20）年度～2012（平成24）年度

趣旨 平成15年3月に策定した「京都市障害者施策推進プラン」が，平成19年度をもって計
画前半期を終え，重点項目の取組等に一定の区切りがついたこと，またこの間に「障害
者自立支援法」や「発達障害者支援法」等の法整備をはじめとして，国連における障害
者権利条約の採択及び我が国の署名などの障害のある市民を取り巻く状況の変化があっ
たこと，さらには平成18年11月に実施した「京都市障害者生活状況調査」の結果等を
踏まえ，計画前半期の後継プランとして，計画後半期に実施する新規の取組や充実する
施策を新たに設定して策定するものです。

なお，基本目標などプランの基本的な考え方については，平成15年の計画前半期のプ
ラン策定時に，10年間の計画期間を見据えて長期的観点から定めたものであることか
ら，計画後半期の「支えあうまち・京（みやこ）のほほえみプラン（京都市障害保健福
祉推進計画）」においても，継承することとします。

主要施策と実施状況
等

プランの基本的な考え方

（１）基本目標

ア 障害の有無にかかわらず，すべての市民が個人として厚く尊重される

・ 障害のある市民もない市民も，人権を尊重される

社会の対等な構成員，権利の主体であるとともに，社

会の一員として責任を分担します。

・ 「人権文化」の構築による人権の尊重と協働を通

じた相互理解を促進します。

障害の有無にかかわらず，すべての市民が個人として厚く尊重され，いきいき
と活動しながら，相互に支え合い安心してくらせるまちづくりを推進します。

障害のある市民が社会の一

員として，等しく普通に地

域生活を送ることのできる

まちをめざします。
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主要施策と実施状況
等

イ 障害の有無にかかわらず，すべての市民がいきいきと活動する

・ソフト・ハード両面でのバリアフリー社会の実現をめ

ざします。

・自己の選択・決定により社会の諸活動に参加・参画で

きるまちの実現をめざします。

・積極的に社会参加ができる場所や機会に恵まれ，生き

がいのある心豊かな生活ができるまちの実現をめざします。

ウ 障害の有無にかかわらず，すべての市民が相互に支え合い安心してくらす

・住み慣れた地域社会で安心してくらせるよう，ライフ

ステージに応じた施策を推進します。

・すべての社会構成員の協働のもと，くらしの支援のネッ

トワークが充実したまちの実現をめざします。

（２）計画期間

平成20年度から平成24年度までの5年間とします。

（３）施策体系

次の７つの分野から障害者施策の推進を図ります。

１ みとめあう ～人権の尊重と理解・協働の促進～

２ ささえあう ～相談支援と情報・コミュニケーション支援の強化～

３ すこやかに ～保健・医療の充実～

４ はぐくむ ～教育・育成の充実～

５ くらす ～地域社会生活への支援の拡充～

６ はたらく ～雇用促進と就労支援の強化～

７ ととのえる ～生活環境の整備と生活の質の向上～

障害のある市民が能力と適

性に応じて活動する場を得

て，いきいきと暮らすまち

をめざします。

障害のある市民が地域社会

の中で，必要なサービスを

適切に利用し，安心して暮

らすまちをめざします。
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主要施策と実施状況等 （４）施策を推進する基本的な考え方

行政機関（京都市・京都府・国）はもとより，保健・医療・福祉・教育・労働等
の各分野における関係団体や事業者，障害のある市民を含めた地域住民など，障害
保健福祉に関わるすべての者が，公助である公的サービス，共助である市民相互の
支え合い，更には自助である市民自らの自立への営みとが相俟った，自助・共助・
公助の考え方に基づき，お互いが支え合う精神を大切にして，それぞれの役割を分
担しながら共汗・協働により施策を推進することを基本とします。

また，本市においては，限られた財源の有効活用や新たな施策の創設のために，既
存事業の見直しを行い，時宜に応じた施策の展開を図るものとします。

ホームページ http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000051371.html
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３－３ 融合委員会ワークショップ結果

未来像 重点戦略

○100 年（１０年）の計＝計画は規
制や切り捨てを伴いやすい

弱いものを支えながら

（高齢者や子どもや障害者 etc）

・都市部の創生はうまくいっている
・147 万都市でみれば・・・

・周縁部のミニ開発地区
・まちづくり＋福祉の融合戦略が必要
・袋路の高齢者

○子どもから高齢者まで世代を超え
た日常交流のある地域づくり

○ノーマライゼーション発展型まち
づくり

○カテゴリーのない社会

（子ども，しょうがい者）


